
令和８年４月１日から

市役所の窓口が変わります

【八幡浜庁舎４階】
水道課 業務係

○水道料金の支払いに関すること ○水道料金の口座振込に関すること
○水道の開栓・閉栓・名義変更の手続き ○水道使用量の検針に関すること
○その他、各種相談 など

【保内庁舎２階】
上下水道課 料金係

【八幡浜庁舎４階】
財政課 住宅係

【保内庁舎１階】
建設課 住宅係

《八幡浜庁舎でできること》
○水道料金の支払い：1階「会計課」で納付書発行、1階「市金庫」で支払可能

《保内庁舎でできること》
○全ての業務に対応可能

《電話でできること》 上下水道課 料金係 ℡：２２－０３７６
○水道料金の口座振替に関すること ○水道使用量の検針に関すること
○水道の開栓・閉栓・名義変更手続き ○その他、各種相談など

○市営住宅使用料の支払いに関すること ○市営住宅の入居・退居に関すること
○市営住宅のその他手続きに関すること

《八幡浜庁舎でできること》
○市営住宅使用料の支払い：1階「会計課」で納付書発行、1階「市金庫」で支払可能

《保内庁舎でできること》
○全ての業務に対応可能

《電話でできること》 建設課 住宅係 ℡：２２－５４６６
○市営住宅の入居・退居に関することの相談
○市営住宅のその他手続きに関することの相談 など
※ お電話のあと、保内庁舎窓口に来庁していただく場合があります。

行政組織機構改革に関するお問合せ先：政策推進課行政改革推進係 TEL：22-3111(内線1355)



令和８年４月１日から

新たに課を設置します

【八幡浜庁舎３階】
防災危機管理課 (総務課危機管理・原子力対策室を課に拡充)

○防災対策に関すること ○災害対策本部及び災害復旧支援本部に関すること
○防災行政無線に関すること ○消防対策及び消防団に関すること
○交通安全対策に関すること ○防犯対策に関すること
○愛宕山プロジェクトの推進に関すること など

【保内庁舎２階】
上下水道課 (下水道課と水道課を統合・１０係を６係に再編)

○水道事業に関すること ○下水道事業に関すること ○簡易水道事業に関すること
○生活排水事業に関すること ○各事業施設の維持管理に関すること など

【文化会館「ゆめみかん」など】
文化振興課 (文化振興に関する部門を課に拡充)

○芸術文化の振興に関すること ○市立図書館に関すること
○文化会館に関すること ○市民文化活動センターに関すること
○美術館に関すること ○その他文化振興に関すること

《所管する施設》・文化会館「ゆめみかん」 ・市民文化活動センター「コミカン」
・市民図書館 ・保内図書館 ・美術館 など

《中央公民館》
文化振興課新設に伴い、中央公民館は保内庁舎３階「生涯学習課内」に移転

【その他の変更】
○農林課 国土調査係（八幡浜庁舎４階） ⇒ 税務課 固定資産税第２係（八幡浜庁舎２階）
○財政課 契約検査室（八幡浜庁舎４階） ⇒ 八幡浜庁舎５階に移転
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